
 

 

 

令和２年５月２８日 

 

岡山県における新型コロナウイルス感染症対策に係る協力のお願い 
 

 ５月２５日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣

言が、全ての都道府県で解除されました。 

県民の皆様には、これまで、県境を越えた移動や「３つの密」を避ける取

組、イベントの開催自粛、適切な感染防止策の実施などに多大なご協力をい

ただき改めて感謝申し上げます。 

 今回の流行では、一人ひとりのご尽力により、県内での感染爆発を防ぐこ

とができた一方で、県内経済に多大な影響を及ぼす結果となりました。 

 今後は、県民の命と暮らしを守るため、新型コロナウイルスのまん延防止

対策と社会経済活動の維持を、上手に両立させていくための取組を推進して

いく必要があると考えております。 

 このため、皆様には、令和２年６月１日から令和２年６月１８日までの

間、以下の取組をお願いいたします。なお、今後は、概ね３週間ごとに、地

域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、段階的に見直

すこととします。 

 

１ 外出等に関する県民への協力のお願い 

（１）不要不急の帰省や旅行など、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県への移動は、できるだけ控えるようお願いします。 

また、京都府、大阪府、兵庫県への移動は、宣言解除から３週間後（６

月１１日）までは、できるだけ慎重にお願いします。 

このほかの県外への移動は、移動先の流行状況や各県が出す情報などを

確認して行うようお願いします。 

（２）密閉・密集・密接が重なる場所への出入りは、できるだけ避けるよう

お願いします。特に、クラスターが発生しているような業種のうち、現

段階において一定の安全性を確保することが難しいと考えられる施設へ

の出入りは、できるだけ避けるようお願いします。 

（３）外出等に当たっては、手洗いやマスク着用の徹底、人との距離を保つ

といった「新しい生活様式（生活スタイル）」の実践をお願いします。 

 



 

 

 

（４）なお、職場への出勤についても、引き続き、可能な限り、在宅勤務や

時差出勤など、人との接触を減らす取組をお願いします。 

（５）一方で、感染リスクを考慮しながら、徐々に、日常生活を取り戻して

いくことも大切です。まずは県内で、新たな生活様式を実践しながら、

徐々に買い物、飲食などの活動を再開していただきたいと思います。 

（６）観光についても、感染防止策を取りながら、まずは県内から始めてい

ただきたいと思います。 

 

２ 事業者の皆様へのお願い 

事業を継続している又は再開する施設については、業種ごとの感染拡大

予防ガイドライン等を踏まえた適切な感染防止策の徹底をお願いします。 

なお、重症化のリスクが高い高齢者が利用する福祉施設については、引

き続き、適切な感染防止策の徹底をお願いします。 

 

３ イベント等を主催される方へのお願い 

（１）開催に当たっては、業種ごとに策定されるガイドラインに基づく適切な

感染防止策を講じるようお願いします。 

（２）全国規模や屋外で概ね２００人以上、屋内で概ね１００人以上などのイ

ベント等については、開催を自粛するようお願いします。 

なお、屋内で開催する場合は、収容定員に対する参加人数の割合を半分

程度以内とするようお願いします。 

（３）開催に当たっては、連絡先を把握するため参加者名簿を作成しておくな

どの対応を行うようお願いします。 

 

今後、長期間にわたり、新型コロナウイルスと共存しながら、社会経済活

動を維持させるための取組が必要不可欠となります。 

県では、県民の皆様の命と暮らしを守るため、医療体制の確保や経済活動

の復興などに、今後とも全力で取り組んでまいります。 

県民の皆様も、「新たな生活様式」の実践や適切な感染防止策の徹底など、 

引き続き、積極的に取り組んでいただくようよろしくお願いいたします。 

 

  



 

 

 

（別紙） 

 

「２ 事業者の皆様へのお願い」における 

適切な感染防止策の具体的内容 

 

〇 すべての施設に求める感染防止策 

（基本的な対策） 

・入場者の整理（入場前の間隔（１ｍ、できれば２ｍを目安に）確保） 

・入場者へのマスク着用の周知及び従業員のマスク着用 

・有症状者の入場禁止 

・手指消毒設備の設置 

・施設の消毒（共用部分（エレベータのボタン、手すりなど）の定期的（ 

概ね１時間ごと）な消毒） 

・施設内の換気（概ね３０分ごと窓の開閉など） 

（「３つの密」を回避するため特に必要な対策） 

・利用者の間隔（１ｍ、できれば２ｍを目安に）の確保又は従事者と利用者

の間や利用者間へのパーティションの設置 

・混雑時の入場制限 

・施設内で大きな声を出すことの禁止 

・施設内で激しい運動の禁止 

・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた適切な対応 

 

〇 上記「すべての施設に求める感染防止策」に加え、高齢者福祉施設に求

める感染防止策 

 ・利用者の健康管理（有症状者の利用の制限など） 

・従事者の健康管理（有症状者の自宅待機など） 

・飲食時や休憩室などでの他の従事者との一定間隔の確保 

・複数の従事者が共有するものの定期的な消毒 

・緊急の場合を除く面会の禁止 

・ケアやリハビリテーション等における「３つの密」を避ける取組 

・流行地からの訪問者との接触を避けるよう、利用者や従事者に周知徹底 

・通所又は短期入所サービスについては、家庭等での対応や代替サービス 

 が可能な範囲で、利用回数の縮小などの検討を利用者や家族に確認 

  



 

 

 

（参考） 

令和２（2020）年５月２８日改訂 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた 

県主催イベントの開催に係る考え方 

 

１ 自粛するもの 

（１）下記のア及びイに該当するもの 

（密閉、密集、密接の「３つの密」が全て該当するもの） 

   ア）多数の人と 1メートル以内の距離で会話するなど密に接するもの 

   イ）多数の人が密集して、天井の低い会議室等閉鎖空間（換気が不十分な密閉

空間）で長時間過ごすもの  

   （目安）屋内であれば概ね１００人以上、屋外であれば概ね２００人以上 

（２）全国規模のもの又は特定警戒都道府県などからの参加が見込まれるもの 

（３）高齢者や基礎疾患を持った者が集まるもの 

（４）流行している地域において実施するもの  

 

２ 原則として自粛を検討するもの 

・ 密閉、密集、密接の「３つの密」の１つもしくは２つが該当するもの 

・ 医療・福祉関係者等が集まるもの（患者や施設利用者等への二次感染のリスク

に配慮） 

 

３ 開催する場合に留意すること  

・ 風邪のような症状のある方の参加自粛の要請を徹底すること 

・ 室内換気を十分に行うこと 

・ アルコール手指消毒薬を設置すること 

・ 参加者に咳エチケットの徹底を要請すること 

・ 空間的・時間的に間隔をあけるなど人が密集しないようにすること 

・ 屋内で開催する場合は、収容定員に対する参加人数の割合を半分程度以内とす

ること 

・ 適切な感染防止策に関する業種別ガイドラインも参考にすること 

 

※ この方針については、７月末までのイベント等を想定しており、概ね３週間ごとに、地域の

感染の広がりや重症度を見ながら適宜見直すこととする。 

※ 下線部は前回からの変更点。 



まん延防止の取組の段階的な変更のイメージ
（今後、患者の急激な増加がなかった場合）

5月7日～
・ＧＷ終了
・基本的対処方針の改訂

5月11日～
・他県の対応状況を踏
まえた対応

5月25日～ 6月1日～

外出自粛

県有施設

県立学校

県主催イ
ベント

小売店等

飲食店等

高齢者福
祉施設

屋内運動施設
遊興施設
遊技場

企業活動

パチンコ店

適切な感染防止策を行った上で、順次、開館。
後楽園等を再開

臨時休業

全国的・大規模なものは自粛。一定の規模以下のものについては、感染防止策を講じた上で開催可能。

適切な感染防止策を行った上で、徐々に再開（業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた適切な感染防止策の協力を要請）

適切な感染防止策を行った上で、徐々に再開（業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を踏まえた適切な感染防止策の協力を要請）

クラスターの発生防止のため、特段の感染防止策を法に基づき要請

適切な感染防止策の法に基づく要請、対策が講じられない場合は、
法に基づかない営業自粛の要請を行う

適切な感染防止策及び県外客を入店させないことを要請、対策
が講じられない場合は、法に基づかない営業自粛の要請を行う

5月21日～

県境を越えた移動自粛、三つの密を避ける、「新しい生活様式」の取組などを要請

在宅勤務（テレワーク）、時差出勤などの取組を引き続き行うよう依頼

基
本
的
な
感
染
防
止
策
の
実
施
、
「三
つ
の
密
」を
避
け
る
取
組
の

徹
底
な
ど
を
継
続
（「新
し
い
生
活
様
式
」
の
実
践
）

登校日の日数増加
学校滞在時間の延長

感染防止策を
行った上で再開

（ＧＷ終了後3週間経過）

感染防止策を徹底した上で、流行状況を踏まえながら段階的に再開を検討
（感染拡大時は対策を強化）

岡 山 県
2020年5月28日現在

・岡山県の
緊急事態宣言解除

5月14日

・関西地区の
緊急事態宣言解除

適切な感染防止策の徹底を要請

適切な感染防止策の徹底を要請

・全国の
緊急事態宣言解除

５都道県への移動
はできるだけ控える

（概ね3週間ごと段階的に緩和）


